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定款施行細則 

 

第１章 総則 

(目的) 

第１条 この定款施行細則は、社会福祉法人仙台市社会事業協会（以下「法人」とい

う。）が法令及び定款の定めに従って適切な法人運営を行うため、法人の運営管理

及び業務に関し必要な事項を定めるものとする。  

 

第２章 評議員 

(評議員の改選時期)  

第２条 評議員の改選は、在任する評議員の任期満了前に行わなければならない。 

(評議員の選任候補者の提案をするときの事前確認資料) 

第３条 評議員の選任候補者の提案を行う場合には、当該提案を決議する理事会の開

催前に、当該評議員の選任候補者として予定している者から次の資料を徴さなけれ

ばならない。 

（１）就任承諾書 

（２）欠格事由の確認書 

（３）履歴書 

（４）その他評議員の欠格事由、兼職禁止、特殊関係者に該当しないことを確認する

ために必要な資料 

２ 前項の資料は、個人情報保護に留意して保管しなければならない。 

３ 第１項の資料を徴した者のうち、評議員（補欠を含む。）に選任されない者があ

った場合には、これらの資料を当該者に返却しなければならない。 

(中途辞任) 

第４条 評議員は、やむを得ない事由により任期の途中で辞任しようとするときは、

あらかじめ理事長に書面で届け出なければならない。 

(評議員の解任の提案をしようとするときの手続) 

第５条 評議員選任・解任委員会に評議員の解任の提案を行う場合には、当該提案を

決議する理事会の開催前に、解任しようとする評議員に対し、その理由を示した上

で、聴聞の機会を付与しなければならない。 

２ 当該評議員は、聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物（以

下「証拠書類等」という。）を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及

び証拠書類等を提出することができる。 

３ 聴聞の主催者は、聴聞の審理の経過を記載した聴聞調書を作成しなければならな

い。 

４ 当該評議員は、前項の聴聞調書の閲覧を求めることができる。 



(欠員の補充) 

第６条 評議員に欠員が生じた場合又は在任する評議員が理事の人数を超えない人数

となった場合は、速やかに補充選任を行うものとする。 

(評議員名簿) 

第７条 理事長は、評議員の選任後速やかに評議員名簿を作成し、主たる事務所に５

年間及び従たる事務所に３年間備え置くものとする。 

 

 

第３章 評議員会 

(報告事項)  

第８条 評議員会へ報告すべき事項は次のとおりとする。  

（１）事業報告  

（２）監督官庁が実施した検査又は調査の結果（改善指示がある場合は、その改善状

況）  

（３）その他、法令の定めに従い、理事及び監事が、評議員から報告を求められた事

項  

 

 

(評議員会の招集)  

第９条 評議員会の招集は、次の招集事項について理事会の承認を得た上、それらの

招集事項を記載した書面により招集日の１週間前までに通知するものとする。 

（１）評議員会の日時及び場所 

（２）評議員会の目的である事項（議題） 

（３）議案の概要 

２ 定時評議員会の招集にあっては、前項の通知に、計算書類（貸借対照表及び収支

計算書）及び事業報告並びに監査報告（会計監査報告を含む）を添付するものとす

る。 

３ 第１項の規定にかかわらず、評議員会は、評議員の全員の同意があるときは、招

集の手続きを経ることなく開催することができる。 

４ 前項の規定により召集の通知を省略した場合は、評議員全員の同意があったこと

が客観的に確認できる書類を作成し、保存するものとする。 

(評議員会の運営)  

第１０条 評議員会に議長を置き、議長は出席した評議員の中からその都度互選する

ものとする。 

２ 評議員会の決議（特別決議を除く。）は、可否同数のときは、議長がこれを決す

るものとする。 



３ 評議員会は、必要があるときは、職員等関係者の出席を求め、議案の内容等につ

いて説明させることができる。 

(議事録) 

第１１条 評議員会の議事録には、次の事項を記載するものとする。 

（１）評議員会の日時及び場所 

（２）議事の経過の要領及びその結果 

（３）特別の利害関係を有する評議員の氏名 

（４）社会福祉法施行規則第２条の１５第３項第４号に規定する監事又は会計監査人

の意見等 

（５）出席した評議員、理事又は監事又は会計監査人の氏名又は名称 

（６）議長の氏名 

（７）議事録を作成した者の氏名 

２ 議長は、議事録の正確を期するため適当と認める職員に評議員会の議事の経過及

び結果を記録させることができる。 

３ 作成した議事録は、次回の評議員会で各評議員に供覧するものとする。 

４ 議事録は、議案書、報告書並びにそれらの説明のための参考資料を添付して、評

議員会の日から１０年間主たる事務所に備え置くものとする。また、その写しを評

議員会の日から５年間従たる事務所に備え置くものとする。 

(欠席者への報告) 

第１２条 理事長は、評議員会に欠席した評議員に対して議事の概要及び決議結果を

記載した書面を評議員会終了後１４日以内に送付するものとする。 

 

第４章 役員 

 

(役員の改選)  

第１３条 役員の改選は、在任する理事及び監事の任期満了前に行わなければならな

い。 

２ 評議員会に対する役員の選任候補者の提案は、理事会の決議により行うものとす

る。 

３ 監事の選任候補者の提案は、前項の手続きに加え、在任する監事の過半数の同意

を得なければならない。 

４ 前項の同意があった旨は、第２項の決議を行った理事会議事録に記録するものと

する。 

(役員の選任候補者の提案をするときの事前確認資料) 



第１４条 評議員会に役員の選任候補者の提案を行う場合には、当該提案を決議する

理事会の開催前に、当該役員の選任候補者として予定している者から次の資料を徴

さなければならない。 

（１）就任承諾書 

（２）欠格事由等の確認書 

（３）履歴書 

（４）その他役員の欠格事由、兼職禁止、特殊関係者に該当しないことを確認するた

めに必要な資料 

２ 前項の資料は、個人情報保護に留意して保管しなければならない。 

３ 前項の資料を徴した者のうち、役員（補欠を含む。）に選任されない者があった

場合には、これらの資料を当該者に返却しなければならない。 

(中途辞任) 

第１５条 役員は、やむを得ない事由により任期の途中で辞任しようとするときは、

あらかじめ理事長に書面で届け出なければならない。 

(役員の解任) 

第１６条 役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、当該役

員を解任することができる。 

（１）職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 

（２）心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

 (役員の解任の提案をしようとするときの手続) 

第１７条 評議員会に役員の解任の提案を行う場合には、当該提案を決議する理事会

の開催前に、解任しようとする役員に対し、その理由を示した上で、聴聞の機会を

付与しなければならない。 

２ 当該役員は、聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物（以下

「証拠書類等」という。）を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び

証拠書類等を提出することができる。 

３ 聴聞の主催者は、聴聞の審理の経過を記載した聴聞調書を作成しなければならな

い。 

４ 当該役員は、前項の聴聞調書の閲覧を求めることができる。 

(欠員の補充) 

第１８条 理事又は監事に欠員が生じた場合は、すみやかに補充選任を行うものとす

る。 

(役員名簿) 

第１９条 理事長は、役員の選任後速やかに役員名簿を作成し、主たる事務所に５年

間及び従たる事務所に３年間備え置くものとする。 

 



第５章 理事会 

(法人の業務執行の決定)  

第２０条 理事会は、次に掲げる事項のほか法人の全ての業務執行を決定する。 

（１）事業計画、予算  

（２）予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄  

（３）事業報告、決算 

（４）定款の変更  

（５）社会福祉施設の許認可関係  

（６）施設長等の任免その他重要な人事  

（７）基本財産の取得・処分、担保提供等  

（８）金銭の借入  

（９）法人の運営に関する規則の制定及び変更  

（10）施設用財産に関する契約その他主要な契約  

（11）寄附金の募集に関する事項  

（12）合併、解散、解散した場合における残余財産の帰属先の選定  

（13）新たな事業の経営又は受託 

（14）社会福祉充実計画の策定 

（15）評議員選任・解任委員会の運営、評議員選任候補者の推薦及び解任の提案 

 (報告事項)  

第２１条 理事会へ報告すべき法人の業務は次のとおりとする。  

（１）会長及び業務執行理事の職務の執行の状況  

（２）監督官庁が実施した検査又は調査の結果(改善指示がある場合は、その改善状

況)  

（３）その他役員から報告を求められた事項  

(理事会の招集)  

第２２条 理事会の招集は、次の招集事項を記載した書面により招集日の１週間前ま

でに各理事及び各監事に通知するものとする。 

（１）理事会の日時及び場所 

（２）議題 

２ 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、

招集の手続きを経ることなく開催することができる。 

３ 前項の規定により召集の通知を省略した場合は、理事及び監事の全員の同意があ

ったことが客観的に確認できる書類を作成し、保存するものとする。 

 (理事会の運営) 

第２３条 理事会に議長を置き、議長は出席した理事の中からその都度互選するもの

とする。 



２ 理事会の決議（特別決議を除く。）において、可否同数のときは、議長がこれを

決するものとする。 

３ 理事会は、必要があるときは、職員等関係者の出席を求め、議案の内容等につい

て説明させることができる。 

(議事録) 

第２４条 理事会の議事録には、次の事項を記載するものとする。 

（１）理事会の日時及び場所 

（２）社会福祉法施行規則第２条の１７第３項第２号に定める方法で招集されたとき

は、その旨 

（３）議事の経過の要領及びその結果 

（４）特別の利害関係を有する理事の氏名 

（５）社会福祉法施行規則第２条の１７第３項第５号に規定する意見又は発言の概要 

（６）出席した理事及び監事の氏名 

（７）出席した会計監査人の氏名又は名称 平成 31年度から契約予定 

（８）議長の氏名 

（９）議事録を作成した理事の氏名 

２ 議長は、議事録の正確を期するため適当と認める職員に理事会の議事の経過及び

結果を記録させることができる。 

３ 作成した議事録は、次回の理事会で各理事及び各監事に供覧するものとする。 

４ 議事録は、議案書、報告書並びにそれらの説明のための参考資料を添付して、理

事会の日から１０年間主たる事務所に備え置くものとする。また、その写しを理事

会の日から５年間従たる事務所に備え置くものとする。 

(欠席者への報告) 

第２５条 理事長は、理事会に欠席した理事及び監事に対して議事の概要及び決議結

果を記載した書面を理事会終了後１４日以内に送付するものとする。 

 

第６章 決算・監査 

 

(資料の作成)  

第２６条 理事長は、会計年度終了後１月以内に計算書類（貸借対照表及び収支計算

書）、事業報告及びこれらの附属明細書並びに財産目録を作成し、監事に提供する

ものとする。 

 (監事の監査)  

第２７条 監事は、前条の資料を受領した日から４週間以内に、監査を実施し、理事

長に対し、監査報告の内容を通知しなければならない。 

 (監査報告の内容) 



第２８条  前条の監査報告の内容は、次のとおりとする。 

（１）監査の日時及び場所 

（２）監査の方法及びその内容 

（３）計算書類及びその附属明細書が当該社会福祉法人の財産、収支及び純資産の増

減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見 

（４）追記情報（会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象） 

（５）事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該社会福祉法人の状況を

正しく示しているかどうかについての意見 

（６）理事の職務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な

事実があったときは、その事実 

（７）監査のために必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 

（８）社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要な体制の整備（内部管理体制

の整備）がある場合において、当該事項の内容が相当でないと認めるときは、そ

の旨及びその理由 

（９）監査報告を作成した日 

（備え置き） 

第２９条 第２６条の資料並びに監査報告は、理事会の承認を受け、定時評議員会の

２週間前の日から５年間主たる事務所に備え置くものとする。また、その写しを定

時評議員会の２週間前の日から３年間従たる事務所に備え置くものとする。 

（評議員への提供） 

第３０条 会長は、定時評議員会の招集通知に際して、評議員に対し、計算書類及び

事業報告並びに監査報告を提供するものとする。 

     

第７章 事務の専決 

(事務の専決)  

第３１条 会長が専決することのできる事項は、別表１のとおりとする。 

２ 会長が専決することのできる事項については、その一部を業務執行理事又は施設

長の専決事項とすることができる。 

 (専決の報告)  

第３２条 会長、業務執行理事又は施設長が専決を行った事項のうち、その内容が重

要であると認められる事項については、理事長及び業務執行理事の自己の職務の執

行の状況の報告の中で理事会に報告しなければならない。 

２ 業務執行理事又は施設長が専決を行った事項のうち、その内容が重要であると認

められる事項については、速やかに会長に報告しなければならない。 

 

附 則 



この細則は、平成３０年 ６月 １日から施行する。 

 

＜別表１＞  

 

Ⅰ  会長の決裁事項  

  1．理事会、評議員会の招集、議案の提出等役員会の事務処理に関す

ること。  

  2．表彰、制裁等に関すること。  

  3．職員の任免と解職及び懲戒に関すること。  

  4．職員の給与の支給額に関すること。   

  5．事業資金の収入、支出及び会計に関すること。  

6． 1,000 万円以下の契約の締結、解除に関すること。  

7．施設、事業所等の運営に関すること。  

8．補助金、その他の申請に関すること。  

9．日常業務のうち事案が異例であり、又は事案に疑義を生ずるおそ

れの  あるもの。  

10．重要な申請、届出、報告、回答、証明、通知等に関すること。  

11．管理職以上の職にある者の出張命令等に関すること。  

12．職員の昇級、昇格に関すること。  

 

Ⅱ  副会長専決事項  

1.重要な法人運営の業務執行に関すること。  

2.職員の人材育成や各種委員会活動等に関すること。  

3.法人経営に関する中長期計画の策定に関すること。  

4.通常の法人業務の実施に関すること。  

5． 500 万円以下の契約の締結、解除に関すること。  

6.軽易な申請、届出、報告、回答、証明、通知等に関すること。  

7.職員の給与の支給に関すること。  

8.負担を伴わない寄付金等の収受に関すること。  

 

Ⅲ  総括施設長専決事項  

1.ユニットケア施設群の総合的な事業運営に関すること。  

2.ユニットケア施設群の職員の出張命令等に関すること。  

 

Ⅳ  事務局長専決事項  

1.内規又は各手当の軽易な改正に関すること。  



2.表彰、制裁等に関すること（重要なものを除く）。  

3.職員の職務に専念する義務の免除、服務に関する諸願いの許可又は

承認に関すること。  

4．通常の法人運営の計画及び実施に関すること。  

5．通常の法人行事の計画及び実施に関すること。  

6．予算、決算の確認及び把握に関すること。  

7．金額 200 万円以下の請負契約、物品売買契約の締結、解除に関す

るこ  と。  

8.職員の各手当の支給についての確認及び認定並びに支給額の決定

に関  すること。  

9．事務局職員の出張命令及び復命に関すること。  

 

Ⅴ  事務局事務長専決事項  

1．事業資金の収入、支出の確認及び把握に関すること。  

2．法人建物の保守管理、備品の保存管理に関すること。  

3．軽易な請負契約、物品売買契約の締結、解除に関すること。  

4. 毎月の給与の支給に関すること。  

5. 収益事業等の利用料金の請求、受領に関すること。  

6.その他日常の軽易な業務の処理に関すること。  

   

Ⅵ  長生園長・楽生園長・理容美容専門学校長専決事項  

  1．事業の計画及び実施に関すること。  

  2．行事の計画及び実施に関すること。  

  3．職員の出張命令及び復命に関すること。  

  4．金額 200 万円以下の請負契約、物品売買契約の締結、解除に関す     

   ること。  

5．毎月の給与の支給に関すること。  

6．料金の請求、受領に関すること。  

  7. 関係団体等についての業務に関すること。  

8．その他日常の軽易な業務の処理に関すること。  

 

Ⅶ  各事業所長専決事項  

  1．事業の計画及び実施に関すること。  

  2．行事の計画及び実施に関すること。  

  3．管理職未満の職にあるものの出張命令に関すること。  

  4．金額 100 万円以下の請負契約、物品売買契約の締結、解除に関す    



   ること。  

  5．料金の請求、受領に関すること。  

  6．関係団体等についての業務に関すること。  

7．その他日常の軽易な業務の処理に関すること。  

 


